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2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について 

 

（要請内容） 

2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動についての要請事項を、別紙のとお

りとりまとめましたので、加盟各企業等への周知徹底をいただきますようお願い申し

上げます。 

 

（背景等） 

我が国の持続的な発展のためには、若者の人材育成が必要不可欠であり、学生が学

業に専念し、多様な経験ができる環境づくりを進めることが重要です。 

これまで、日本経済団体連合会（以下「経団連」）による「採用選考に関する指針」

の策定、就職問題懇談会による「申合せ」、関係省庁による経済団体等への要請、とい

うプロセスによって、就職・採用活動の日程等に関するルールが毎年度定められてき

たところです。このルールについては、我が国で定着してきたいわゆる「新卒一括採

用」の下で、学生が学業に専念しやすくなった、学生や大学が計画的に就職活動に対

応できるようになった、といったプラス面が指摘されている一方、グローバル化やＩ

Ｔ化が進展する中においてルールが必ずしも遵守されていないとの指摘もあります。

こうした中、昨年 10 月 9 日、経団連は今後「採用選考に関する指針」を策定しない

方針を示しました。 

これに対し、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組むことが

できるようにする必要があること、大学側のみならず経団連等からも当面は何らかの



 

ルールが必要であるとの認識が示されたこと等に鑑み、経団連及び就職問題懇談会の

オブザーバー参加のもと、「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」が開催さ

れ、「2020年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」（以下「考え

方」）が昨年 10月 29日にとりまとめられました。「考え方」では、2020年度卒業・修

了予定者の就職・採用活動日程について、2019年度卒業・修了予定者と同様の日程を

遵守するよう経済団体等に対して要請を行うことなどが決定されました。 

一方、大学等においても、本年３月 25日、就職問題懇談会により「2020年度大学、

短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」（参考資

料）が定められたところです。 

上記の状況を踏まえ、政府として、「2020 年度卒業・修了予定者等の就職・採用活

動に関する要請事項」を別紙のとおりとりまとめたものです。 

就職・採用活動の円滑な実施及び学生が学業に専念できる環境の確保のためには、

企業側・大学側の足並みをそろえた取組が必要であり、各経済団体等に要請する次第

です。 

 

（アンケート調査） 

 別紙の要請事項の周知状況等を把握するため、アンケート調査を別途実施するので、

御協力をお願い申し上げます。 


